
委　託　名

委 託 箇 所

委託期間： 契約日～令和8年2月26日

委託内容： 　古利根川水循環センター及び中継ポンプ場（清久・河原井

・東・栗橋・鷲宮）の除草、樹木剪定、並びに雑草・剪定枝

の運搬処分等一式

内　　訳： 機械除草 61,004 ㎡

高木剪定 31 本

寄植剪定 198.54 ㎡

生垣剪定 334 ｍ

雑草、剪定枝運搬処分量

18,551 kg

その他、関連する作業１式

令和８年度  　　　委　託　仕　様　書

　植栽管理業務委託（２）

古利根川水循環センター（久喜市吉羽地内)ほか

委 託 大 要



単　位

植栽管理
水循環センター 式 1 A-1

植栽管理
中継ポンプ場 式 1 A-2

植栽管理
水管橋 式 1 A-3

直接委託費

共通仮設費 式 1

現場管理費 式 1

間接業務費

業務原価

一般管理費等 式 1

雑草・剪定枝運搬処分費 式 1 A-4

本委託費

　本　委　託　費　内　訳　書

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 49,600

計

植栽管理費（水循環センター） Ａ－１　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

清久中継ポンプ場 式 1 Ｂ-1

河原井中継ポンプ場 式 1 Ｂ-2

東中継ポンプ場 式 1 Ｂ-3

鷲宮中継ポンプ場 式 1 Ｂ-4

栗橋中継ポンプ場 式 1 Ｂ-5

計

植栽管理費（中継ポンプ場） Ａ－２　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 196

計

植栽管理費（水管橋） Ａ－3　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

雑草・剪定枝運搬処分費 kg 18,551

場外運搬費
　普通2ｔ 式 1 B-1

計

雑草・剪定枝運搬処分費　　 Ａ－4　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 1,264

低木剪定(寄植え)　機械刈込
　高さ1.5m未満 ㎡ 72.5

計

植栽管理費（清久中継ポンプ場） Ｂ－１　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 2,324

高木軽剪定　常緑広葉樹
　幹周60㎝以上90㎝未満 本 1

高木軽剪定　落葉広葉樹
　幹周90㎝以上120㎝未満 本 2

低木剪定(寄植え)　機械刈込
　高さ1.5m未満 ㎡ 14

生垣剪定　機械刈込
　高さ1.5m以上 ｍ 102

計

植栽管理費（河原井中継ポンプ場） Ｂ－２　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 1,064

高木軽剪定　常緑広葉樹
　幹周60㎝以上90㎝未満 本 2

高木軽剪定　針葉樹
　幹周90㎝以上120㎝未満 本 1

低木剪定(寄植え)　機械刈込
　高さ1.5m未満 ㎡ 5.08

生垣剪定　機械刈込
　高さ1.5m以上 ｍ 51.5

計

植栽管理費（東中継ポンプ場） Ｂ－３　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 4,280

高木軽剪定　常緑広葉樹
　幹周60㎝以上90㎝未満 本 6

高木軽剪定　針葉樹
　幹周90㎝以上120㎝未満 本 1

低木剪定(寄植え)　機械刈込
　高さ1.5m未満 ㎡ 6.96

生垣剪定　機械刈込
　高さ1.5m以上 ｍ 135

計

植栽管理費（鷲宮中継ポンプ場） Ｂ－４　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



単　位

機械除草Ⅱ
　除草、集草、積込、運搬 ㎡ 2,276

高木軽剪定　常緑広葉樹
　幹周90㎝以上120㎝未満 本 18

低木剪定(寄植え)　機械刈込
　高さ1.5m未満 ㎡ 100

生垣剪定　機械刈込
　高さ0.75m～1.5m未満 ｍ 4.5

生垣剪定　機械刈込
　高さ1.5m以上 ｍ 41

計

植栽管理費（栗橋中継ポンプ場） Ｂ－５　代価表

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要



数　量 単　　価 金　　額
単　位

トラック運転
　普通2ｔ 台

計

種　　　　別 摘要

C-1

場外運搬費 Ｂ－６　代価表



単　位

トラック運転
　普通2t車・DID区間無し、運搬距離1.8km以下 hr

諸雑費 式 1

計

種　　　　別 数　量 単　価 金　　額 摘　　要

トラック運搬 Ｃ－１　代価表



　　　　委 託 名　　　 植栽管理業務委託（２）

　　　　委託箇所　　　古利根川水循環センター（久喜市吉羽地内）ほか

　　　　委託期間　　　契約日～令和９年２月２６日

特　　記　　仕　　様　　書

公益財団法人埼玉県下水道公社



１　適用範囲 　この特記仕様書は、本委託に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社業務委託

標準仕様書を補足する、必要な事項を定めるものとする。

２　概　　要 　本委託は、古利根川水循環センター、中継ポンプ場（清久・河原井・東・鷲宮

・栗橋）及び管渠施設（島川橋水管橋）における緑樹施設の適正な管理と環境美

化のため実施する。

３　業務範囲 　別紙図面のとおり。

４　業務内容 　本委託内容は、次のとおりとする。詳細は別紙業務内容一覧のとおりとする。

（１）機械除草 （２）高木剪定 （３）低木剪定（寄植え）

（４）生垣剪定 （５）雑草、剪定枝の処分

（６）その他、関連する作業

５　業務実施  作業上の注意事項については下記のとおりとする。

　　上の注意 （１）剪定は、特に樹形上規格形にする必要がある場合を除き、自然形仕上げと

　　する。

（２）現場で発生した雑草及び剪定枝は、関連法令を遵守し焼却、肥料化等適正

　　に処分すること。

　　　また、場外処分にあたっては、古利根川水循環センターに設置するトラッ

　　クスケール（検定器）で計量し、発生量がわかるよう報告すること。

（３）雑草、剪定枝の処分費については、実質処分量に応じて精算を行う。

（４）病害虫等で樹木に異常が見られた場合は、速やかに監督員に連絡すること。

（５）受託者は、委託期間中に事故等がないよう十分な安全対策を行うものとし、

　　特に感電事故・転落事故には注意すること。また、不足の事故等に備え、連

　　絡体制及び安全用具等を完備すること。

（６）既設設備等を破損させないように十分注意し、場合によっては養生等を実

　　施して対応すること。

（７）各作業中に発見したごみ類（空き缶等）は、監督員の指示する場所に仮置

　　きすること。

（８）委託完了時の報告書については、今後の管理にあたっての考察を記載する

　　こと。また、樹木調査を行い樹木台帳・図面を整理し提出すること。

６　作業前の数 　除草、剪定等、作業前には作業予定範囲や作業対象物について監督員と協議を

　　量確認及び すること。また、作業後は出来形を計測し、数量計算等を作成し監督員に報告す

　　作業後の るものとする。

　　出来形確認 　なお、出来形計測はリボンテープ、定規等を使用するものとし、写真は数量等

が判別できるように撮影すること。また、作業ごとの代表箇所の撮影をする。

７　負担区分 　本委託に使用する水は、公社負担とする。

８　環境配慮へ 　環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地

　　の取り組み 域・住民への信頼性の向上を図ることを目的とし、公益財団法人埼玉県下水道公

社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加すること。

９　その他 　この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて受託者、委託者協

議して定めるものとする。



機械除草 樹木剪定 寄植剪定 生垣剪定 生垣剪定 雑、剪定

（年計） (軽剪定) 1.5m未満 1.5m未満 1.5m以上 枝処分

㎡ 本 ㎡ ｍ ｍ ｋｇ

古利根川水循環センター 49,600

清久中継ポンプ場 1,264 72.5

河原井中継ポンプ場 2,324 3 14.0 102

東中継ポンプ場 1,064 3 5.08 51.5

鷲宮中継ポンプ場 4,280 7 6.96 135

栗橋中継ポンプ場 2,276 18 100 4.5 41.0

島川橋水管橋 196

61,004 31 198.54 4.5 329.5

業　務　内　容　一　覧　表

延　数　量

項　　　目 備　　　考

18,551



図番 図　　面　　名

1 　古利根川水循環センター　除草範囲

2 　清久中継ポンプ場　剪定箇所

3 　河原井中継ポンプ場　剪定箇所

4 　清久・河原井中継ポンプ場　除草範囲

5 　東中継ポンプ場　剪定箇所

6 　東中継ポンプ場　除草範囲

7 　栗橋中継ポンプ場　剪定箇所

8 　鷲宮中継ポンプ場　剪定箇所

9 　鷲宮・栗橋中継ポンプ場　除草範囲

10 　水管橋　除草範囲
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※　Ｌはレンガ舗道を示す。(レンガ舗道の除草は消化槽、ガスタンク廻りを含む）
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B

B

/18１

汚泥処理棟駐車場
5×30ｍ

(5・7・9・11月)

(4・6・8・11月)

(5・8・11月)

1/9

(2)

Ⅰ地区

Ⅱ地区

令和５年度
図面名　古利根川水循環センター　除草範囲　図番１

旧焼却灰仮置き場Ｂ

８



マテ
 １

マテ
 ２

マテ
 ３

清久ポンプ場 ハ
３

ハ
２

ハ
１

剪定

清久中継ポンプ場平面図

/1810令和５年度
図面名　清久中継ポンプ場　剪定箇所　図番２



サザ

ツツ

マテ2

選定箇所

河原井中継ポンプ場平面図

/1811
令和８年度
図面名　河原井中継ポンプ場剪定箇所　図番３

36.0

34.5

11.511.5

ｸｽﾉｷ　2本　ﾏﾃﾊﾞｼｲ　1本

高木選定

３



別表12-2

/1815令和８年度
図面名　清久・河原井中継ポンプ場除草範囲　図番４



(寄植)⑥

ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ

12×2.8÷2=16.8

剪定

東中継ポンプ場平面図

/84

樹木剪定

ｸﾛﾏﾂ　1本　ﾏﾃﾊﾞｼｲ　2本

ﾑ

令和８年度
図面名　東中継ポンプ場剪定箇所　図番５



別表12-4

/1817

令和８年度
図面名　古久喜・東中継ポンプ場除草範囲　図番６



栗橋中継ポンプ場平面図

令和８年度
図面名　栗橋中継ポンプ場剪定箇所　図番７

樹木剪定

ｼﾗｶｼ　  15本
ｸｽﾉｷ  　 3本

剪定

生垣欠損3ｍ

生垣欠損4ｍ

生垣欠損1ｍ



樹木剪定

10

/1814

ﾔﾏﾓﾓ　5本　ﾏﾃﾊﾞｼｲ　1本　ｱｶﾏﾂ　1本

令和８年度
図面名　鷲宮中継ポンプ場剪定箇所　図番８

①寄植剪定

Ｌ＝4.0

0.7×4.0＝2.8

Ｌ＝5.2

0.8×5.2＝4.1

②寄植剪定
剪定 鷲宮中継ポンプ場平面図 

6



別表12-3

/1816令和８年度
図面名　栗橋・鷲宮中継ポンプ場除草範囲　図番９



図番　１０


